
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
　
Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｅ
　
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

札
幌
市
西
区
琴
似
一
条
五
丁
目
三
番
二
〇
号

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
明
珠
会
　
美
加
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ

ッ
ク

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
三
条
一
三
丁
目
五
番
二
一
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
お
お
に
し
内
科
・
リ
ウ
マ
チ
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

札
幌
市
厚
別
区
厚
別
中
央
二
条
四
丁
目
七
番
一
六

号

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

さ
っ
ぽ
ろ
西
線
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
中
央
区
南
一
〇
条
西
一
五
丁
目
二
︱
一

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

に
し
む
ら
泌
尿
器
科
・
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
札
幌
大
通
札
幌
市
中
央
区
大
通
西
二
丁
目
五
番
地
一
　
都
心

ビ
ル
八
階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

札
幌
形
成
外
科
・
内
視
鏡
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
六
丁
目
一
一
番
地
札
幌

北
辰
ビ
ル
地
下
一
階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

札
幌
心
療
内
科
ゆ
う
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
札
幌
院
札
幌
市
中
央
区
北
四
条
西
五
丁
目
一
番
地
三
階

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

鼻
と
副
鼻
腔
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
札
幌

札
幌
市
東
区
北
六
条
東
三
丁
目
一
番
地
一
　
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
モ
︱
ル
三
階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

八

六

一



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

な
な
い
ろ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
東
区
北
六
条
東
三
丁
目
一
︱
一
ダ
ヴ
ィ
ン

チ
モ
︱
ル
三
階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

マ
イ
ホ
︱
ム
ク
リ
ニ
ッ
ク
ち
と
せ

千
歳
市
緑
町
五
︱
二
六
雅
一
〇
一

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

箱
館
本
町
ス
ト
レ
ス
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

函
館
市
本
町
七
番
二
四
号
Ｍ
・
Ｄ
五
稜
郭
ビ
ル
二

階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日



保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

し
ん
こ
う
歯
科

札
幌
市
北
区
新
川
四
条
一
一
丁
目
八
︱
一
六

令
和
　
　
八
年
　
三
月
　
三
十
日

厚
別
ウ
エ
ス
ト
歯
科

札
幌
市
厚
別
区
厚
別
西
二
条
四
丁
目
三
︱
九

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

南
１
条
ラ
イ
フ
歯
科

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
一
五
丁
目
二
九
一
︱
八

二
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
札
幌
病
院
　
別
棟
二
階

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

駅
前
白
石
歯
科
口
腔
外
科

函
館
市
若
松
町
二
一
番
一
五
号

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

本
通
さ
と
う
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

函
館
市
本
通
二
丁
目
一
三
番
二
二
号

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

せ
き
の
う
歯
科
医
院

名
寄
市
西
五
条
南
八
丁
目
四
︱
一

令
和
　
　
八
年
　
四
月
二
十
四
日

八

六

一



保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
ノ
田
　
昌
博

日

年

令
和

公示

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

サ
ン
レ
イ
ク
調
剤
薬
局
　
月
寒
中
央
店

札
幌
市
豊
平
区
月
寒
中
央
通
二
丁
目
四
番
一
〇
号

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
函
館
豊
川
店

函
館
市
豊
川
町
二
番
二
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
厚
岸
店

厚
岸
郡
厚
岸
町
真
栄
一
丁
目
八
〇
番
地

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
遠
矢
店

釧
路
郡
釧
路
町
河
畔
七
丁
目
五
一
番
地
五

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
音
別
店

釧
路
市
音
別
町
中
園
二
丁
目
一
一
九
番
一
〇
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
釧
路
桜
ケ
岡
店

釧
路
市
桜
ケ
岡
一
丁
目
一
〇
番
二
九
号

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

サ
ン
タ
薬
局

広
尾
郡
広
尾
町
公
園
通
南
四
丁
目
一
番
地

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

い
け
だ
調
剤
薬
局
い
け
だ
店

中
川
郡
池
田
町
字
西
二
条
五
丁
目
七
番
地
一

令
和
　
　
八
年
　
六
月
　
　
一
日

八

六

一



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

東
町
薬
局

常
呂
郡
訓
子
府
町
東
町
三
八
三
︱
一
〇

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
岩
見
沢
東
町
店

岩
見
沢
市
東
町
一
条
八
丁
目
九
三
二
︱
一
一
六

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日

さ
く
ら
薬
局
岩
見
沢
６
条
店

岩
見
沢
市
六
条
西
一
丁
目
七
番
地
三

令
和
　
　
八
年
　
五
月
　
　
一
日


